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(57)【要約】
【課題】加工具などの器具を移動させるために駆動モー
タにより駆動される可動部材またはその可動部材を支持
する支持部材の不具合を簡易な構成にて点検する。
【解決手段】スリッタ１の複数のスリッタ刃ユニット４
Ａ～４Ｇは、複数のスリッタ刃に連結された複数の回転
体をねじ軸１２に沿って移動させるために複数の横移動
サーボモータを備える。自動点検装置は、複数の回転体
に対応する複数の移動範囲ＭＳＡ～ＭＳＧ内に、複数の
回転体の位置を設定する位置設定部と、各回転体が各移
動範囲内で移動するように各モータを所定回転速度で駆
動する制御部と、各モータが所定回転速度で駆動される
ときに各モータの駆動電流を検出する電流検出回路と、
各モータの駆動電流が閾値ＳＨＰを超えたか否かを判断
する電流判断部とを備え、駆動電流が閾値を超えたと判
断されたモータが駆動する回転体またはその回転体の移
動範囲のねじ軸に不具合が発生したことを検出する。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　段ボールに加工を施す複数の加工具に連結された複数の可動部材と、複数の可動部材を
移動可能に支持する支持部材と、支持部材に沿って複数の可動部材をそれぞれ移動させる
ための複数の駆動モータとを有する工具移動機構を備える段ボール機械において、
　前記複数の可動部材にそれぞれ対応して前記支持部材に沿って定められた複数の移動範
囲内に、前記複数の可動部材の位置をそれぞれ設定する位置設定部と、
　前記複数の可動部材が前記複数の移動範囲内で移動するように前記複数の駆動モータの
各駆動モータを所定回転速度で駆動する制御部と、
　前記制御部により各駆動モータが所定回転速度で駆動されるときに、各駆動モータに供
給される駆動電流を検出する電流検出部と、
　前記電流検出部により検出された各駆動モータの駆動電流が所定閾値を超えたか否かを
判断する電流判断部と、を備え、
　前記複数の可動部材のうちで、前記電流判断部により駆動電流が所定閾値を超えたと判
断された駆動モータが駆動する可動部材、または、その可動部材が移動する移動範囲の前
記支持部材に不具合が発生したことを検出する段ボール機械の自動点検装置。
【請求項２】
　前記複数の可動部材のうちで、前記電流判断部により駆動電流が所定閾値を超えたと判
断された駆動モータが駆動する可動部材、または、その可動部材が移動する移動範囲の前
記支持部材に不具合が発生したことを報知する不具合報知部を備える請求項１に記載の段
ボール機械の自動点検装置。
【請求項３】
　前記複数の移動範囲は、互いに隣接した状態で前記支持部材に沿って定められ、
　位置設定部は、前記支持部材に沿う所定方向において前記複数の移動範囲の各移動範囲
の端位置に近接して定められた初期位置に、前記複数の可動部材の各可動部材を位置決め
し、
　前記制御部は、前記複数の可動部材が前記初期位置から同じ方向にそれぞれ移動するよ
うに、前記複数の駆動モータの各駆動モータを駆動する請求項１または請求項２に記載の
段ボール機械の自動点検装置。
【請求項４】
　前記複数の可動部材が前記初期位置から同じ方向にそれぞれ移動している間に、前記電
流検出部により検出された各駆動モータの駆動電流を、各駆動モータにより移動される可
動部材の位置と対応付けて逐次記憶する電流記憶部を備える請求項３に記載の段ボール機
械の自動点検装置。
【請求項５】
　前記電流記憶部に記憶された記憶内容を基に、少なくとも駆動電流が前記所定閾値を超
えたときの可動部材の位置を報知する位置報知部を備える請求項４に記載の段ボール機械
の自動点検装置。
【請求項６】
　前記複数の可動部材の各可動部材が、その対応する移動範囲の全範囲を移動する間に、
前記電流検出部により検出された駆動電流の平均値を算出する平均値算出部と、
　前記複数の駆動モータの各駆動モータについて、前記平均値算出部により算出された平
均値が所定平均閾値を超えたか否かを判断する平均値判断部と、を備え、
　前記複数の可動部材のうちで、前記平均値判断部により平均値が所定平均閾値を超えた
と判断された駆動モータが駆動する可動部材に不具合が発生したことを検出する請求項１
～５のいずれかに記載の段ボール機械の自動点検装置。
【請求項７】
　前記電流検出部は、各駆動モータに供給される駆動電流を検出する動作を、複数の異な
る点検時期に実行し、
　前記平均値算出部は、複数の異なる点検時期の各時期において、前記電流検出部により
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検出された駆動電流の平均値を算出し、
　前記複数の異なる点検時期において前記平均値算出部により算出された駆動電流の平均
値を時系列に記憶する平均値記憶部と、
　前記平均値記憶部に時系列に記憶された平均値の変化率が、所定変化率を超えたか否か
を判断する変化率判断部と、を備え、
　前記複数の可動部材のうちで、前記記憶された平均値の変化率が所定変化率を超えたと
判断された駆動モータが駆動する可動部材に不具合が発生したことを検出する請求項６に
記載の段ボール機械の自動点検装置。
【請求項８】
　前記加工具は、段ボールを裁断する加工具であり、
　前記支持部材は、段ボールの搬送方向を横切って延びるねじ軸を含み、
　前記複数の可動部材の各可動部材は、ねじ軸と噛み合うナット部材を含む請求項１～７
のいずれかに記載の段ボール機械の自動点検装置。
【請求項９】
　前記制御部は、段ボールの加工の際に、加工具を位置決め移動させるために前記複数の
駆動モータの少なくとも１つの駆動モータを駆動する回転速度より低い前記所定回転速度
で、前記複数の駆動モータの各駆動モータを駆動する請求項１～８のいずれかに記載の段
ボール機械の自動点検装置。
【請求項１０】
　段ボールに加工を施す複数の加工具に連結された複数の可動部材と、複数の可動部材を
移動可能に支持する支持部材と、支持部材に沿って複数の可動部材をそれぞれ移動させる
ための複数の駆動モータとを有する工具移動機構と、
　点検モードを設定するモード設定部と、
　前記点検モードが設定されたときに、前記複数の可動部材にそれぞれ対応して前記支持
部材に沿って定められた複数の移動範囲内に、前記複数の可動部材の位置をそれぞれ設定
する位置設定部と、
　前記点検モードが設定されたときに、前記複数の可動部材が前記複数の移動範囲内で移
動するように前記複数の駆動モータの各駆動モータを所定回転速度で駆動する制御部と、
　前記制御部により各駆動モータが所定回転速度で駆動されるときに、各駆動モータに供
給される駆動電流を検出する電流検出部と、
　前記電流検出部により検出された各駆動モータの駆動電流が所定閾値を超えたか否かを
判断する電流判断部と、を備え、
　前記複数の可動部材のうちで、前記電流判断部により駆動電流が所定閾値を超えたと判
断された駆動モータが駆動する可動部材、または、その可動部材が移動する移動範囲の前
記支持部材に不具合が発生したことを検出する自動点検機能を有する段ボール機械。
【請求項１１】
　段ボールに加工または処理操作を施す器具に連結された可動部材と、可動部材を移動可
能に支持する支持部材と、支持部材に沿って可動部材を移動させるために可動部材および
支持部材のいずれかを駆動する駆動モータとを有する工具移動機構を複数備える段ボール
機械において、
　前記複数の工具移動機構の各工具移動機構が有する駆動モータを所定回転速度で駆動す
る制御部と、
　前記制御部により駆動モータが所定回転速度で駆動されるときに、駆動モータに供給さ
れる駆動電流を検出する電流検出部と、
　前記電流検出部により検出された駆動電流が所定閾値を超えたか否かを判断する電流判
断部と、を備え、
　前記複数の工具移動機構のうちで、前記電流判断部により駆動電流が所定閾値を超えた
と判断された駆動モータが駆動する可動部材または支持部材に不具合が発生したことを検
出する段ボール機械の自動点検装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、段ボール機械において、段ボールシートにスリッタ加工または罫線加工を施
すための加工具などの加工処理器具を移動させる工具移動機構の不具合を点検する自動点
検装置に関し、詳細には、不具合が発生した工具移動機構の部位を特定することができる
自動点検装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、段ボールを製造するコルゲートマシン、および段ボールから段ボール箱を製
造する製函機などの段ボール機械に各種のセンサを設け、これらのセンサからの検出信号
を基に、段ボール機械の不具合を特定する点検システムが提案されている。たとえば、特
許文献１に記載された点検システムでは、段ボール機械の作動状態を検出するために、段
ボールシートの搬送速度を検出する速度検出センサ、各ライナ紙の温度を検出する温度検
出センサ、回転体の回転数を検出する回転数検出センサ、回転体の周りの振動を検出する
振動検出センサなどの各種のセンサが設けられる。また、段ボール機械において各種のセ
ンサを設置することが困難な部位を点検するときには、点検作業員が、先ず点検対象とな
る部位を目視し、点検用携帯端末を用いて部位の周りの画像を撮像したり、または、その
部位の周りの作動音を録音したりする。情報管理装置は、ネットワークを介して、各種の
センサから検出信号などの作動情報を受信するとともに、点検用携帯端末から撮像情報お
よび録音情報などの点検情報を受信する。情報管理装置は、受信した作動情報および点検
情報を分析することにより、作動情報および点検情報と相関性の高い部品を、不良部品と
して特定したり、作動情報および点検情報と相関性の高い部位を、調整部位として特定し
たりする。情報管理装置は、不良部品の交換指令、または、調整部位の調整指令を、点検
用携帯端末に送信する。点検作業員は、点検用携帯端末で受信した各指令に従って、交換
および調整などのメンテナンス作業を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１０３０４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載された点検システムでは、各種のセンサを設置することが困難な部位
については、点検作業員が目視により点検を行い、点検対象となる部位の画像を撮像する
などの作業を行って点検情報を取得する。各種のセンサを設置することが困難な部位とし
て、たとえば、段ボールを裁断する際に生じる紙粉が飛散して堆積する箇所が挙げられる
。紙粉が飛散して堆積する現象は、段ボールを裁断する工程に限られず、飛散した紙粉が
前後の装置にまで及んで堆積することもある。たとえば、段ボールに折り曲げのための罫
線を施す装置の箇所などで、堆積することもある。更に、裁断後に搬送される段ボールに
付着した紙粉が、他の工程で飛散して堆積することもある。このため、段ボール機械にお
いて、紙粉が飛散して堆積するおそれのある箇所は広範囲に数多く存在する。紙粉が飛散
して堆積するおそれのある箇所では、紙粉が各種のセンサの検出精度に悪影響を及ぼすこ
とから、点検作業員は、各種のセンサを設置することが困難な箇所を点検する以外に、各
種のセンサの検出精度を確保するために、各種のセンサを点検することも必要となる。
【０００５】
　ところで、段ボール機械において、段ボールの裁断または折り曲げのための罫線などの
加工を施す加工具、または段ボールをバッチに区分け処理する処理具などの器具を移動さ
せて所定位置に位置決めする工具移動機構が使用される。工具移動機構は、駆動モータに
より回転される歯車、ねじ軸およびナットなど、他の部材に接触して移動する可動部材を
備える。この可動部材には、飛散した紙粉が堆積して固着することがある。紙粉が可動部
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材に固着した場合、工具移動機構は加工具などの器具を所定位置に向かって円滑に移動す
ることができず、器具の位置決めに不具合が生ずる。
【０００６】
　特許文献１に記載された点検システムでは、たとえば、ベアリングの不具合を検出する
ために、振動検出センサ、回転数検出センサ、および温度検出センサからの複数の検出信
号を分析して、ベアリングの不具合を特定する。このため、ベアリングの周りに複数のセ
ンサを設置することが必要であり、点検作業員は、当然に、これらのセンサの点検も必要
となる。特に、段ボール機械において使用される工具移動機構の各可動部材の周りに、振
動検出センサ、および温度検出センサなどの複数のセンサを設置することは、点検作業員
の作業負担を増加させる。また、段ボールを裁断する加工具など、多量の紙粉が飛散する
工程で使用される器具を移動させる工具移動機構の各可動部材の周りには、各種のセンサ
を設置することが困難であるので、点検作業員が目視により点検することが依然として必
要である。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、加工具または処理具など
の器具を移動させる工具移動機構において駆動モータにより駆動される可動部材、または
、その可動部材を支持する支持部材の不具合を簡易な構成にて点検することができる段ボ
ール機械の自動点検装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（第１の発明態様およびその具体的態様）
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の第１の発明態様は、段ボールに加工を施
す複数の加工具に連結された複数の可動部材と、複数の可動部材を移動可能に支持する支
持部材と、支持部材に沿って複数の可動部材をそれぞれ移動させるための複数の駆動モー
タとを有する工具移動機構を備える段ボール機械において、前記複数の可動部材にそれぞ
れ対応して前記支持部材に沿って定められた複数の移動範囲内に、前記複数の可動部材の
位置をそれぞれ設定する位置設定部と、前記複数の可動部材が前記複数の移動範囲内で移
動するように前記複数の駆動モータの各駆動モータを所定回転速度で駆動する制御部と、
前記制御部により各駆動モータが所定回転速度で駆動されるときに、各駆動モータに供給
される駆動電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部により検出された各駆動モータ
の駆動電流が所定閾値を超えたか否かを判断する電流判断部と、を備え、前記複数の可動
部材のうちで、前記電流判断部により駆動電流が所定閾値を超えたと判断された駆動モー
タが駆動する可動部材、または、その可動部材が移動する移動範囲の前記支持部材に不具
合が発生したことを検出する段ボール機械の自動点検装置である。
【０００９】
　第１の発明態様では、加工具は、段ボールを裁断するスリッタ刃、段ボールに溝切りを
施すスロッタ刃、段ボールに横罫線を施すスコアラ工具、または、段ボールに縦罫線を施
すクリーザ工具のいずれでもよい。
【００１０】
　第１の発明態様では、可動部材は、支持部材と接触した状態で移動する部材であれば、
支持部材と噛み合う構成でも、支持部材上を摺動する構成でもよい。
【００１１】
　第１の発明態様では、所定閾値は、駆動モータの設計上想定している負荷を超える負荷
が駆動モータに加わったときに、駆動モータに供給される駆動電流の値を基に定められる
。一般に、駆動モータの設計上想定している負荷は、駆動モータの定格トルク値と、設計
上の安全率とを掛けた値を基に定められる。また、所定回転速度は、駆動モータの設計上
想定している負荷の範囲内で駆動モータを駆動する限り、段ボールの加工の際に、加工具
を位置決め移動させるために駆動モータを駆動する加工移動回転速度以上の速度でも、そ
の加工移動回転速度より低い速度でもよい。
【００１２】
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　第１の発明態様では、位置設定部は、各可動部材の位置をその対応する移動範囲内に設
定するのであれば、移動範囲内のいかなる位置に設定してもよい。また、位置設定部は、
複数の可動部材の位置を、その対応する複数の移動範囲内の同じ位置、たとえば、各移動
範囲の端位置に近接した位置に設定する構成でも、複数の移動範囲でそれぞれ異なる位置
に設定する構成でもよい。
【００１３】
　第１の発明態様では、電流判断部により駆動電流が所定閾値を超えたと判断された駆動
モータが駆動する可動部材、または、その可動部材が移動する移動範囲の支持部材に不具
合が発生したことを検出した場合、その不具合の部材を点検作業員に報知する構成でも、
その不具合の部材に自動で給油するなどの対処を実行する構成でもよい。
【００１４】
　請求項２に記載の具体的態様は、前記複数の可動部材のうちで、前記電流判断部により
駆動電流が所定閾値を超えたと判断された駆動モータが駆動する可動部材、または、その
可動部材が移動する移動範囲の前記支持部材に不具合が発生したことを報知する不具合報
知部を備える。
【００１５】
　具体的態様では、不具合報知部は、不具合の部材を特定する情報を、表示部に表示する
構成でも、印刷部で印刷する構成でも、音声を出力する構成でもよい。
【００１６】
　請求項３に記載の具体的態様では、前記複数の移動範囲が、互いに隣接した状態で前記
支持部材に沿って定められ、位置設定部が、前記支持部材に沿う所定方向において前記複
数の移動範囲の各移動範囲の端位置に近接して定められた初期位置に、前記複数の可動部
材の各可動部材を位置決めし、前記制御部が、前記複数の可動部材が前記初期位置から同
じ方向にそれぞれ移動するように、前記複数の駆動モータの各駆動モータを駆動する。
【００１７】
　具体的態様では、複数の移動範囲は、隣接する２つの移動範囲の間に、可動部材が移動
しない範囲が存在しない限り、互いに境界を接した状態で定められても、互いに重複した
状態で定められてもよい。
【００１８】
　請求項４に記載の具体的態様は、前記複数の可動部材が前記初期位置から同じ方向にそ
れぞれ移動している間に、前記電流検出部により検出された各駆動モータの駆動電流を、
各駆動モータにより移動される可動部材の位置と対応付けて逐次記憶する電流記憶部を備
える。
【００１９】
　請求項５に記載の具体的態様は、前記電流記憶部に記憶された記憶内容を基に、少なく
とも駆動電流が前記所定閾値を超えたときの可動部材の位置を報知する位置報知部を備え
る。
【００２０】
　具体的態様では、位置報知部は、駆動電流が所定閾値を超えたときの可動部材の位置の
みを報知する構成でも、移動範囲の全範囲における可動部材の各位置と、その位置で検出
された駆動電流とを報知する構成でもよい。
【００２１】
　請求項６に記載の具体的態様は、前記複数の可動部材の各可動部材が、その対応する移
動範囲の全範囲を移動する間に、前記電流検出部により検出された駆動電流の平均値を算
出する平均値算出部と、前記複数の駆動モータの各駆動モータについて、前記平均値算出
部により算出された平均値が所定平均閾値を超えたか否かを判断する平均値判断部と、を
備え、前記複数の可動部材のうちで、前記平均値判断部により平均値が所定平均閾値を超
えたと判断された駆動モータが駆動する可動部材に不具合が発生したことを検出する。
【００２２】
　具体的態様では、所定平均閾値は、駆動モータの設計上想定している負荷を超える負荷
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が駆動モータに継続して加わったときに、駆動モータに供給される駆動電流の平均値を基
に定められる。
【００２３】
　請求項７に記載の具体的態様では、前記電流検出部が、各駆動モータに供給される駆動
電流を検出する動作を、複数の異なる点検時期に実行し、前記平均値算出部が、複数の異
なる点検時期の各時期において、前記電流検出部により検出された駆動電流の平均値を算
出し、前記複数の異なる点検時期において前記平均値算出部により算出された駆動電流の
平均値を時系列に記憶する平均値記憶部と、前記平均値記憶部に時系列に記憶された平均
値の変化率が、所定変化率を超えたか否かを判断する変化率判断部と、を備え、前記複数
の可動部材のうちで、前記記憶された平均値の変化率が所定変化率を超えたと判断された
駆動モータが駆動する可動部材に不具合が発生したことを検出する。
【００２４】
　具体的態様では、平均値の変化率は、単位期間あたりの平均値の変化量である。また、
所定変化率は、駆動モータの設計上想定している負荷と同等の大きな負荷が駆動モータに
継続して加わったときに、駆動モータに供給される駆動電流の平均値が単位期間あたりに
増加する量を基に定められる。
【００２５】
　請求項８に記載の具体的態様では、前記加工具が、段ボールを裁断する加工具であり、
前記支持部材が、段ボールの搬送方向を横切って延びるねじ軸を含み、前記複数の可動部
材の各可動部材が、ねじ軸と噛み合うナット部材を含む。
【００２６】
　請求項９に記載の具体的態様では、前記制御部が、段ボールの加工の際に、加工具を位
置決め移動させるために前記複数の駆動モータの少なくとも１つの駆動モータを駆動する
回転速度より低い前記所定回転速度で、前記複数の駆動モータの各駆動モータを駆動する
。
【００２７】
　（第２の発明態様）
　上記目的を達成するために、請求項１０に記載の第２の発明態様は、段ボールに加工を
施す複数の加工具に連結された複数の可動部材と、複数の可動部材を移動可能に支持する
支持部材と、支持部材に沿って複数の可動部材をそれぞれ移動させるための複数の駆動モ
ータとを有する工具移動機構と、点検モードを設定するモード設定部と、前記点検モード
が設定されたときに、前記複数の可動部材にそれぞれ対応して前記支持部材に沿って定め
られた複数の移動範囲内に、前記複数の可動部材の位置をそれぞれ設定する位置設定部と
、前記点検モードが設定されたときに、前記複数の可動部材が前記複数の移動範囲内で移
動するように前記複数の駆動モータの各駆動モータを所定回転速度で駆動する制御部と、
前記制御部により各駆動モータが所定回転速度で駆動されるときに、各駆動モータに供給
される駆動電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部により検出された各駆動モータ
の駆動電流が所定閾値を超えたか否かを判断する電流判断部と、を備え、前記複数の可動
部材のうちで、前記電流判断部により駆動電流が所定閾値を超えたと判断された駆動モー
タが駆動する可動部材、または、その可動部材が移動する移動範囲の前記支持部材に不具
合が発生したことを検出する自動点検機能を有する段ボール機械である。
【００２８】
　（第３の発明態様）
　上記目的を達成するために、請求項１１に記載の第３の発明態様は、段ボールに加工ま
たは処理操作を施す器具に連結された可動部材と、可動部材を移動可能に支持する支持部
材と、支持部材に沿って可動部材を移動させるために可動部材および支持部材のいずれか
を駆動する駆動モータとを有する工具移動機構を複数備える段ボール機械において、前記
複数の工具移動機構の各工具移動機構が有する駆動モータを所定回転速度で駆動する制御
部と、前記制御部により駆動モータが所定回転速度で駆動されるときに、駆動モータに供
給される駆動電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部により検出された駆動電流が
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所定閾値を超えたか否かを判断する電流判断部と、を備え、前記複数の工具移動機構のう
ちで、前記電流判断部により駆動電流が所定閾値を超えたと判断された駆動モータが駆動
する可動部材または支持部材に不具合が発生したことを検出する段ボール機械の自動点検
装置である。
【００２９】
　第２および第３の発明態様も、第１の発明態様と同様に、各構成要件を種々の態様で具
体化してもよい。第３の発明態様では、段ボールに処理操作を施す器具は、段ボールをバ
ッチに区分けするレッジ、および段ボールの端部を揃える矯正板などの部材である。
【発明の効果】
【００３０】
　（第１～第３の発明態様の効果）
　各発明態様では、電流検出部が、駆動モータに供給される駆動電流を検出し、電流判断
部が、電流検出部により検出された駆動電流が所定閾値を超えたか否かを判断する。電流
判断部により駆動電流が所定閾値を超えたと判断された駆動モータが駆動する可動部材ま
たは支持部材に、不具合が発生したことが検出される。この結果、振動検出センサなどの
特別なセンサを可動部材または支持部材の周りに設置することなく、加工具または処理具
などの器具を移動させる工具移動機構において駆動モータにより駆動される可動部材また
は支持部材の不具合を簡易な構成にて点検することができる
【００３１】
　（具体的態様の効果）
　請求項２に記載の具体的態様では、不具合報知部が、可動部材、または、その可動部材
が移動する移動範囲の支持部材に不具合が発生したことを報知する。この結果、点検作業
員は、どの可動部材に不具合が発生したのか、または、どの移動範囲の支持部材の部分に
不具合が発生したのかを容易に知ることができ、点検作業の効率を向上させることができ
る。
【００３２】
　請求項３に記載の具体的態様では、複数の移動範囲が、互いに隣接した状態で支持部材
に沿って定められる。制御部が、複数の可動部材が初期位置から同じ方向にそれぞれ移動
するように、複数の駆動モータを駆動する。この結果、複数の可動部材を同じ条件で複数
の移動範囲で移動させることができ、複数の可動部材の状況、または、複数の移動範囲に
おける支持部材の部分の状況を正確に点検することができる。
【００３３】
　請求項４に記載の具体的態様では、電流記憶部は、複数の可動部材が初期位置から同じ
方向にそれぞれ移動している間に、各駆動モータの駆動電流を、各可動部材の位置と対応
付けて逐次記憶する。この結果、各可動部材が移動する各移動範囲において、支持部材の
どの部分に不具合が発生したのかを容易に把握することが可能になる。
【００３４】
　請求項５に記載の具体的態様では、位置報知部は、電流記憶部に記憶された記憶内容を
基に、駆動電流が所定閾値を超えたときの可動部材の位置を報知する。この結果、点検作
業員は、各可動部材が移動する各移動範囲において、支持部材のどの部分に不具合が発生
したのかを容易に知ることができ、点検作業の効率を向上させることができる。
【００３５】
　請求項６に記載の具体的態様では、平均値算出部が、電流検出部により検出された駆動
電流の平均値を算出する。複数の可動部材のうちで、算出された平均値が所定平均閾値を
超えたと判断された駆動モータが駆動する可動部材に、不具合が発生したことが検出され
る。この結果、複数の可動部材のうちのどの可動部材に不具合が発生したのかを正確に検
出することができる。
【００３６】
　請求項７に記載の具体的態様では、平均値記憶部が、平均値算出部により算出された駆
動電流の平均値を時系列に記憶する。記憶された平均値の変化率が所定変化率を超えた場
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合に、可動部材に不具合が発生していることが検出される。このため、経時的に進む紙粉
の堆積、潤滑不足、または磨耗により発生する可動部材の不具合を、早期に検出すること
ができる。
【００３７】
　請求項８に記載の具体的態様では、可動部材は、段ボールを裁断する加工具に連結され
、段ボールの搬送方向を横切って延びるねじ軸と噛み合うナット部材を含む。このため、
裁断の際に生ずる多量の紙粉が堆積する可能性が高いねじ軸、および、紙粉が付着する可
能性が高いナットを容易に点検することができる。
【００３８】
　請求項９に記載の具体的態様では、制御部が、段ボールの加工の際に、加工具を位置決
め移動させるために駆動モータを駆動する回転速度より低い所定回転速度で、駆動モータ
を駆動する。この結果、駆動モータに大きな負荷を加えることなく、可動部材または支持
部材の不具合を点検することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の一実施形態に係るスリッタ１の全体的構成を示す左側面図である。
【図２】図１に一点鎖線で示すＡ－Ａ線に従って切断したスリッタヘッド２Ｅの構成を拡
大して示す断面図である。
【図３】スリッタ刃ユニット４Ｅの支持ブロック３５の内部を拡大して示す右側面図であ
る。
【図４】スリッタ１の電気的構成示すブロック図である。
【図５】横移動点検処理において、下方ねじ軸１２に沿って７つのスリッタ刃ユニット４
Ａ～４Ｇが前後方向である横方向に移動する動作を説明するための説明図である。
【図６】スリッタ１の横移動点検処理を示すフローチャートである。
【図７】電流値ＣＸとスリッタ刃ユニットの移動位置との関係について表示部１３０に表
示される内容を説明するための説明図である。
【図８】毎月実行される横移動点検処理において算出された駆動電流の平均値ＣＡの変化
率を判断する変化率判断処理を示すフローチャートである。
【図９】毎月実行される横移動点検処理において算出された駆動電流の平均値ＣＡの変化
と、経過月数との関係を示す説明図である。
【図１０】スリッタ１の昇降点検処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　[実施形態]
　従来、段ボール機械として、コルゲートマシン、または製函機が知られている。コルゲ
ートマシンは、段ボールを製造し、その段ボールに裁断および横罫線などの加工を施す段
ボール機械であり、特開２００９－１６０７９７号公報などにより公知である。また、製
函機は、段ボールシートに溝切りおよび縦罫線などの加工を施し、段ボール箱を製造する
段ボール機械であり、特開２００３－１７２７号公報および特開２０１１－２３０４４１
号公報などにより公知である。コルゲートマシンは、段ボールを裁断するスリッタと、段
に直角な横罫線を段ボールに施すスコアラとを備える。製函機は、段ボールシートに溝切
りを施すスロッタと、段に平行な縦罫線を段ボールシートに施すクリーザとを備え、また
加工済の段ボールシートを所定シート枚数のバッチに区分けするカウンタエジェクタを備
える。コルゲートマシンの一部であるスリッタに本発明を適用した一実施形態について、
添付図面を参照して以下に説明する。なお、図面において矢印で示す方向に従って、上下
方向、左右方向および前後方向が定められる。
【００４１】
　《全体的構成》
　図１は、本実施形態のスリッタ１の全体的構成を示す左側面図である。スリッタ１は、
搬送される段ボールを、その搬送方向に沿って裁断する装置で、その構成はよく知られて
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いる。本実施形態のスリッタ１では、７組のスリッタヘッド２Ａ～２Ｇが、前後方向に並
んで配置される。各組のスリッタヘッドは、スリッタ刃受けユニットと、スリッタ刃ユニ
ットとから構成される。たとえば、スリッタヘッド２Ｅは、上方にスリッタ刃受けユニッ
ト３Ｅを備え、下方にスリッタ刃ユニット４Ｅを備える。
【００４２】
　図１において、スリッタ１は、前後に対向する一対のフレーム５、６を有する。上方梁
７、および下方梁８が、両フレーム５、６の間にそれぞれ架設される。上方ガイド体９、
および下方ガイド体１０が、両フレーム５、６の間にそれぞれ架設される。上方ガイド体
９は、スリッタ刃受けユニット３Ｅを含む７つのスリッタ刃受けユニットを前後方向であ
る横方向に案内する。下方ガイド体１０は、スリッタ刃ユニット４Ｅを含む７つのスリッ
タ刃ユニットを前後方向である横方向に案内する。上方ねじ軸１１が、前後方向に延び、
上方ガイド体９に固定される。下方ねじ軸１２が、前後方向に延び、下方ガイド体１０に
固定される。上方回転駆動軸１３、および下方回転駆動軸１４が、両フレーム５、６の間
にそれぞれ架設される。回転駆動モータ１５が、フレーム６に固定される。両回転駆動軸
１３、１４は、回転駆動モータ１５に公知のタイミングベルトおよび歯車機構からなる動
力伝達機構を介して連結される。
【００４３】
　（スリッタヘッドの構成）
　図１および図２を参照して７組のスリッタヘッド２Ａ～２Ｇの構成を説明する。図２は
、図１に一点鎖線で示すＡ－Ａ線に従う拡大断面図である。各組のスリッタヘッドのスリ
ッタ刃受けユニットとスリッタ刃ユニットとは、両ガイド体９、１０に沿って、独立して
前後方向に移動可能に設けられる。各組のスリッタヘッドは同じ構成を有するので、以下
、スリッタヘッド２Ｅを例にして説明する。
【００４４】
　（スリッタ刃受けユニット３Ｅの構成）
　図２において、スリッタ刃受けユニット３Ｅは、支持ブロック２０を備える。支持ブロ
ック２０は、上方ガイド体９に前後方向に移動可能に取り付けられる。延出部２１が、支
持ブロック２０の下端部に固定される。上方回転駆動軸１３が、延出部２１に形成された
貫通孔に挿通される。揺動レバー２２が、上方回転駆動軸１３を中心に揺動するように延
出部２１に支持される。回転軸２３が、揺動レバー２２の先端部に回転可能に支持される
。回転軸２３は、公知の歯車列を介して上方回転駆動軸１３に連結される。
【００４５】
　横移動サーボモータ２４が、支持ブロック２０内に固定される。横移動サーボモータ２
４は、公知の同期型のＡＣサーボモータから構成され、位置検出器を内蔵する。駆動プー
リ２５が、横移動サーボモータ２４の出力軸に固定される。回転体２６が、支持ブロック
２０に回転可能に支持される。回転体２６は、上方ねじ軸１１と螺合するナット部と、プ
ーリ部とを備える。従動プーリ２７が、支持ブロック２０に回転可能に支持される。タイ
ミングベルト２８が、駆動プーリ２５、回転体２６のプーリ部、および従動プーリ２７に
張設される。回転体２６は、横移動サーボモータ２４の回転に伴って回転する。この回転
体２６の回転により、支持ブロック２０は、そのサーボモータ２４の回転方向に従って前
方または後方に、サーボモータ２４の回転量に相当する横移動量だけ移動する。
【００４６】
　エアシリンダ２９が、支持ブロック２０の左側部に揺動自在に支持される。エアシリン
ダ２９の作動棹２９Ａが、揺動レバー２２の先端部に連結される。円形のスリッタ刃受け
３０が、回転軸２３に取り付けられる。エアシリンダ２９の作動棹２９Ａが突出したとき
に、スリッタ刃受け３０の外周が、搬送方向ＦＤに搬送される段ボールの上面に接触する
ロード位置に、スリッタ刃受け３０が位置決めされる。エアシリンダ２９の作動棹２９Ａ
が引っ込んだときに、スリッタ刃受け３０の外周が、搬送方向ＦＤに搬送される段ボール
の上面から離間するアンロード位置に、スリッタ刃受け３０が位置決めされる。
【００４７】
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　（スリッタ刃ユニット４Ｅの構成）
　図２において、スリッタ刃ユニット４Ｅは、支持ブロック３５を備える。支持ブロック
３５は、下方ガイド体１０に前後方向に移動可能に取り付けられる。延出部３６が、支持
ブロック３５の上端部に固定される。下方回転駆動軸１４が、延出部３６に形成された貫
通孔に挿通される。揺動レバー３７が、下方回転駆動軸１４を中心に揺動するように延出
部３６に支持される。回転軸３８が、揺動レバー３７の中間部分に回転可能に支持される
。回転軸３８は、公知の歯車列を介して下方回転駆動軸１４に連結される。
【００４８】
　横移動サーボモータ３９が、支持ブロック３５内に固定される。横移動サーボモータ３
９は、公知の同期型のＡＣサーボモータから構成され、位置検出器を内蔵する。駆動プー
リ４０が、横移動サーボモータ３９の出力軸に固定される。回転体４１が、支持ブロック
３５に回転可能に支持される。回転体４１は、下方ねじ軸１２と螺合するナット部と、プ
ーリ部とを備える。従動プーリ４２が、支持ブロック３５に回転可能に支持される。タイ
ミングベルト４３が、駆動プーリ４０、回転体４１のプーリ部、および従動プーリ４２に
張設される。回転体４１は、横移動サーボモータ３９の回転に伴って回転する。この回転
体４１の回転により、支持ブロック３５は、そのサーボモータ３９の回転方向に従って前
方または後方に、サーボモータ３９の回転量に相当する横移動量だけ移動する。
【００４９】
　一対の支持突部４４、４５が、支持ブロック３５の左側部に形成される。垂直ねじ軸４
６が、上下方向に延び、両支持突部４４、４５に回動可能に支持される。昇降サーボモー
タ４７が、支持ブロック３５の下端部に固定される。昇降サーボモータ４７は、公知の同
期型のＡＣサーボモータから構成され、位置検出器を内蔵する。昇降サーボモータ４７の
出力軸は、垂直ねじ軸４６に連結される。上下移動体４８は、垂直ねじ軸４６と螺合する
ナット部を有する。連結棹４９は、上下移動体４８と、揺動レバー３７の中間部分とを連
結する。
【００５０】
　スリッタ刃５０は、回転軸３８に取り付けられる。上下移動体４８は、昇降サーボモー
タ４７の回転に伴って上下方向に移動する。この上下移動体４８の移動により、揺動レバ
ー３７は、そのサーボモータ４７の回転方向に従って上方または下方に、サーボモータ４
７の回転量に相当する角度だけ揺動する。これにより、スリッタ刃５０の刃先とスリッタ
刃受け３０との噛合い量が、調整される。
【００５１】
　図２において、支持板５４が、搬送方向ＦＤに搬送される段ボールを支持するために、
延出部３６の上端部に固定される。支持板５４は、段ボールの下面に接触するように、左
右方向に延びて形成される。本実施形態では、支持板５４の上面の上下方向の位置が、搬
送される段ボールの下面の上下方向の位置であるペーパライン位置ＨＰＬである。
【００５２】
　（回転体４１の詳細な構成）
　回転体４１の構成は回転体２６の構成と同じであるので、図３を参照して回転体４１の
構成を例にして説明する。図３は、スリッタユニット４Ｅの支持ブロック３５の内部を拡
大して示す右側面図である。図３において、回転体４１は、ナット部５５と、環状固定部
５６と、プーリ部５７とを備える。ナット部５５は、下方ねじ軸１２と螺合する。環状固
定部５６は、支持ブロック３５に固定され、ベアリングを介してナット部５５を回転可能
に支持する。プーリ部５７は、ナット部５５に固定され、ナット部５５と一体に回転する
。横移動サーボモータ３９の回転は、駆動プーリ４０からタイミングベルト４３を介して
プーリ部５７に伝達される。ナット部５５は、プーリ部５７と共に回転し、螺合する下方
ねじ軸１２に沿って前後方向に移動する。このナット部５５の移動に伴い、環状固定部５
６が固定された支持ブロック３５が前後方向に移動する。すなわち、スリッタ刃５０が前
後方向である横方向に移動する。
【００５３】
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　《電気的構成》
　図４を参照して本実施形態のスリッタ１の電気的構成を説明する。図４は、スリッタ１
の電気的構成を示すブロック図である。図４において、管理装置１００は、スリッタ１を
含むコルゲートマシンの全体動作を管理する。スリッタ制御装置１１０は、管理装置１０
０からの指令に従って制御動作を行うと共に、現在の制御状態を管理装置１００に通知す
るために管理装置１００に接続される。スリッタ制御装置１１０は、スリッタ１が段ボー
ルを裁断する加工動作と、スリッタ刃受けユニットおよびスリッタ刃ユニットの横移動を
点検する横移動点検動作と、スリッタ刃ユニットの昇降を点検する昇降点検動作とを制御
する。
【００５４】
　プログラムメモリ１１１は、スリッタ１の加工動作を制御する加工制御プログラムと、
スリッタ刃受けユニットのための横移動点検制御プログラムと、スリッタ刃ユニットのた
めの横移動点検制御プログラムと、変化率判断処理プログラムと、昇降点検制御プログラ
ムとを固定記憶する。スリッタ刃ユニットのための横移動点検制御プログラムは、図６に
示す横移動点検処理を実行するプログラムである。変化率判断処理プログラムは、図８に
示す変化率判断処理を実行するプログラムである。スリッタ刃ユニットのための昇降点検
制御プログラムは、図１０に示す昇降点検処理を実行するプログラムである。作業メモリ
１１２は、管理装置１００から供給された制御指令および各種情報を一時記憶し、また制
御プログラムの実行により処理された結果を一時記憶する。設定値メモリ１１３は、予め
定められた各種の設定値を固定記憶する。
【００５５】
　回転軸３８に取り付けられた未使用の刃物５１の最上位置に位置する刃先が図２に示す
ペーパライン位置ＨＰＬより所定距離だけ下方の位置に達するまで、上下移動体４８を上
昇させたときに、その上下移動体４８の昇降位置が、スリッタ刃５０のアンロード位置に
対応する待機昇降位置ＨＵである。待機昇降位置ＨＵは、設定値として、設定値メモリ１
１３に固定記憶される。上下移動体４８の昇降位置ＨＳは、待機昇降位置ＨＵを基準にし
て計測される位置である。
【００５６】
　また、設定値として、横移動点検処理および昇降点検処理において使用される設定値が
、設定値メモリ１１３に固定記憶される。たとえば、スリッタ刃ユニットの横移動点検処
理に使用される設定値として、横移動サーボモータ３９などの横移動サーボモータの駆動
電流に関する閾値ＳＨＰ、および平均閾値ＳＨＡと、駆動電流の平均値ＣＡの変化率に関
する所定変化率ＤＣＡと、下方ねじ軸１２に沿って定められた前端位置ＦＰＡ～ＦＰＧお
よび後端位置ＢＰＡ～ＢＰＧとが固定記憶される。スリッタ刃受けユニットの横移動点検
処理に使用され設定値も、スリッタ刃ユニットの横移動点検処理に使用される設定値と同
様に固定記憶される。スリッタ刃の昇降点検処理に使用される設定値として、昇降サーボ
モータ４７などの昇降サーボモータの駆動電流に関する閾値と、垂直ねじ軸４６に沿って
上下移動体４８が移動できる全移動範囲の上端および下端を規定する上端位置および下端
位置とが固定記憶される。
【００５７】
　下方ねじ軸１２に沿って定められた前端位置ＦＰＡ～ＦＰＧおよび後端位置ＢＰＡ～Ｂ
ＰＧについて、図５を参照して説明する。図５は、横移動点検処理において、下方ねじ軸
１２に沿って７つのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが前後方向である横方向に移動する動
作を説明するための説明図である。図５において、下方ねじ軸１２上に定められた全移動
範囲ＴＭＳは、７つのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇのいずれかのユニットが下方ねじ軸
１２上を移動できる範囲である。７つの移動範囲ＭＳＡ～ＭＳＧは、７つのスリッタ刃ユ
ニット４Ａ～４Ｇにそれぞれ対応して下方ねじ軸１２上に定められた範囲である。７つの
前端位置ＦＰＡ～ＦＰＧ、および７つの後端位置ＢＰＡ～ＢＰＧは、７つの移動範囲ＭＳ
Ａ～ＭＳＧの前端および後端をそれぞれ規定する。横移動点検処理において、各スリッタ
刃ユニットが、対応する移動範囲を往復移動する。各移動範囲は、隣の移動範囲と重複し
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て定められる。たとえば、移動範囲ＭＳＡは、後端領域で、移動範囲ＭＳＢと重複し、移
動範囲ＭＳＣは、前端領域および後端領域で、移動範囲ＭＳＢ、ＭＳＤとそれぞれ重複し
、移動範囲ＭＳＧは、前端領域で、移動範囲ＭＳＦと重複する。
【００５８】
　スリッタ刃の昇降点検処理において、上下移動体が垂直ねじ軸に沿って上端位置および
下端位置の間で往復移動するとき、昇降サーボモータは所定の昇降回転速度で回転される
。この所定の昇降回転速度は、設定値として、設定値メモリ１１３に固定記憶される。所
定の昇降回転速度は、スリッタ刃が段ボールを裁断するために、スリッタ刃受けと噛合い
可能な位置とアンロード位置との間でスリッタ刃を移動させるときの昇降サーボモータの
回転速度より低い回転速度である。このため、昇降点検処理において、裁断加工時の負荷
より大きな負荷を昇降サーボモータに加えることはない。また、スリッタ刃受けユニット
およびスリッタ刃ユニットの横移動点検処理において、各ユニットの回転体がねじ軸に沿
って前端位置および後端位置の間で往復移動するとき、横移動サーボモータは所定の横移
動回転速度で回転される。この所定の横移動回転速度は、設定値として、設定値メモリ１
１３に固定記憶される。所定の横移動回転速度は、スリッタ刃受けおよびスリッタ刃が段
ボールを裁断するために、各ユニットを所定の加工位置まで横移動させるときの横移動サ
ーボモータの回転速度より低い回転速度である。このため、横移動点検処理において、加
工位置まで横移動する際に加わる負荷より大きな負荷を横移動サーボモータに加えること
はない。
【００５９】
　操作パネル１１４が、スリッタ制御装置１１０に各種の指令を入力するために設けられ
る。操作パネル１１４は、点検処理を開始させるための点検開始キー１１５を有する。
【００６０】
　スリッタ刃受けのための横移動位置検出器群１１７Ａ～１１７Ｇが、スリッタ制御装置
１１０に接続され、７組のスリッタヘッド２Ａ～２Ｇにおける７つのスリッタ刃受けユニ
ットの前後方向の位置である横移動位置をそれぞれ検出するために設けられる。位置検出
器群１１７Ａ～１１７Ｇは、横移動サーボモータ２４を含む７つの横移動サーボモータに
それぞれ内蔵された７つの位置検出器から構成される。スリッタ刃のための横移動位置検
出器群１１８Ａ～１１８Ｇが、スリッタ制御装置１１０に接続され、７組のスリッタヘッ
ド２Ａ～２Ｇにおける７つのスリッタ刃ユニットの前後方向の位置である横移動位置を検
出するために設けられる。位置検出器群１１８Ａ～１１８Ｇは、横移動サーボモータ３９
を含む７つの横移動サーボモータにそれぞれ内蔵された７つの位置検出器から構成される
。たとえば、スリッタ刃ユニット４Ｅにおいて、位置検出器１１８Ｅが、図３に示すよう
に横移動サーボモータ３９に設けられる。昇降位置検出器群１１９Ａ～１１９Ｇが、スリ
ッタ制御装置１１０に接続され、７つのスリッタ刃ユニットにおける７つの上下移動体の
上下方向の位置である昇降位置をそれぞれ検出するために設けられる。位置検出器群１１
９Ａ～１１９Ｇは、昇降サーボモータ４７を含む７つの昇降サーボモータにそれぞれ内蔵
された７つの位置検出器から構成される。
【００６１】
　平均値メモリ１１６は、横移動点検処理、および昇降点検処理が実行されたときに、各
サーボモータの駆動電流の平均値を固定記憶する。平均値メモリ１１６は、電子的に書き
換え可能な不揮発性メモリから構成される。横移動点検処理、および昇降点検処理が、定
期的に実行されることから、平均値メモリ１１６は、各点検処理の実行時に算出された平
均値を時系列に記憶する。本実施形態では、各点検処理は、毎月実行される。
【００６２】
　位置切換回路１２０が、スリッタ制御装置１１０に接続され、スリッタ制御装置１１０
からの指令に従って、７つのスリッタ刃受けユニットにおける７つのエアシリンダの作動
をそれぞれ制御する。図４において、エアシリンダ２９を含む７つのエアシリンダは、エ
アシリンダ群１２１として示され、スリッタ刃受け３０を含む７つのスリッタ刃受けは、
スリッタ刃受け群１２２として示される。スリッタ刃受けのための横移動駆動回路１２３
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は、スリッタ制御装置１１０に接続され、スリッタ制御装置１１０からの指令に従って、
７つの横移動サーボモータの回転方向、回転量、および回転速度を制御する。図４におい
て、横移動サーボモータ２４を含む７つの横移動サーボモータは、横移動サーボモータ群
１２４として示される。
【００６３】
　昇降駆動回路１２５は、スリッタ制御装置１１０に接続され、スリッタ制御装置１１０
からの指令に従って、７つの昇降サーボモータの回転方向、回転量、および回転速度を制
御する。図４において、昇降サーボモータ４７を含む７つの昇降サーボモータは、昇降サ
ーボモータ群１２６として示され、スリッタ刃５０を含む７つのスリッタ刃は、スリッタ
刃群１２７として示される。スリッタ刃のための横移動駆動回路１２８は、スリッタ制御
装置１１０に接続され、スリッタ制御装置１１０からの指令に従って、７つの横移動サー
ボモータの回転方向、回転量、および回転速度を制御する。図４において、横移動サーボ
モータ３９を含む７つの横移動サーボモータは、横移動サーボモータ群１２９として示さ
れる。
【００６４】
　表示部１３０が、スリッタ制御装置１１０に接続され、スリッタ制御装置１１０からの
指令に従って、操作パネル１１４から入力された情報、およびエラーメッセージなどの各
種の情報を表示するために設けられる。
【００６５】
　電流検出回路群１３１Ａ～１３１Ｇが、スリッタ制御装置１１０に接続され、７つのス
リッタ刃受けユニットにおける７つの横移動サーボモータの駆動電流をそれぞれ検出する
ために設けられる。電流検出回路群１３１Ａ～１３１Ｇの各電流検出回路は、スリッタ刃
受けのための横移動駆動回路１２３が横移動サーボモータ群１２４の各横移動サーボモー
タに供給する駆動電流を検出する回路である。電流検出回路群１３２Ａ～１３２Ｇが、ス
リッタ制御装置１１０に接続され、７つのスリッタ刃ユニットにおける７つの昇降サーボ
モータの駆動電流をそれぞれ検出するために設けられる。電流検出回路群１３２Ａ～１３
２Ｇの各電流検出回路は、スリッタ刃のための昇降駆動回路１２６が昇降サーボモータ群
１２６の各昇降サーボモータに供給する駆動電流を検出する回路である。電流検出回路群
１３３Ａ～１３３Ｇが、スリッタ制御装置１１０に接続され、７つのスリッタ刃ユニット
における７つの横移動サーボモータの駆動電流をそれぞれ検出するために設けられる。電
流検出回路群１３３Ａ～１３３Ｇの各電流検出回路は、スリッタ刃のための横移動駆動回
路１２８が横移動サーボモータ群１２９の各横移動サーボモータに供給する駆動電流を検
出する回路である。
【００６６】
　たとえば、横移動サーボモータ２４の電流検出回路１３１Ｅは、横移動サーボモータ２
４に駆動電流を供給するために横移動駆動回路１２３が備えるサーボアンプの出力側に接
続された分圧抵抗などを含んで構成される。この分圧抵抗により分圧された電圧を検出す
ることにより、横移動サーボモータ２４の駆動電流が検出される。電流検出回路群１３２
Ａ～１３２Ｇ、および電流検出回路群１３３Ａ～１３３Ｇの各電流検出回路は、電流検出
回路１３１Ｅと同様な構成である。
【００６７】
　《実施形態の動作および作用》
　本実施形態のスリッタ１の動作および作用について、以下に説明する。なお、スリッタ
１が段ボールを裁断する動作は、特許第３７１７１６７号公報および特開２０１１－８８
３９３号公報などにより公知であるので、スリッタ１がねじ軸に沿って移動する各部材を
点検する動作および作用についてのみ、説明する。特に、スリッタ刃受けユニットの横移
動点検処理と、スリッタ刃ユニットの横移動点検処理とは、略同じ処理であるので、スリ
ッタ刃ユニットの横移動点検処理を例にして、図６を参照して説明する。
【００６８】
　（スリッタ刃ユニットの横移動点検処理）
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　７つのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇの横移動点検処理を実行するために、作業員が、
スリッタ刃ユニットの横移動点検を選択するために操作パネル１１４を操作する。その後
に、作業員は、点検開始キー１１５を操作する。スリッタ制御装置１１０は、この点検開
始キー１１５の操作を検出し、点検モードを作業メモリ１１２に記憶して設定する。この
点検モードの設定により、スリッタ制御装置１１０は、プログラムメモリ１１１に記憶さ
れたスリッタ刃ユニットのための横移動点検制御プログラムの実行を開始する。スリッタ
制御装置１１０は、横移動点検制御プログラムの実行が終了したときに、点検モードの設
定を解除する。点検モードが設定されている間、スリッタ制御装置１１０は、スリッタ刃
受けユニットおよびスリッタ刃ユニットを手動で移動させる動作を禁止する。この横移動
点検制御プログラムの実行により、図６に示す各処理が実行される。図６に示す各処理は
、スリッタ制御装置１１０が実行する処理である。
【００６９】
　Ｓ１において、７つのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇがアンロード位置に位置決めされ
る。具体的には、昇降位置検出器群１１９Ａ～１１９Ｇの検出結果を基に、上下移動体４
８を含む７つの上下移動体が、昇降サーボモータ４７を含む昇降サーボモータ群１２６に
より、所定の待機昇降位置ＨＵに位置決めされる。これにより、スリッタ刃５０を含む７
つのスリッタ刃がアンロード位置に位置決めされる。
【００７０】
　Ｓ２において、７つのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが、７つの前端位置ＦＰＡ～ＦＰ
Ｇにそれぞれ位置決めされる。具体的には、スリッタ刃のための横移動位置検出器群１１
８Ａ～１１８Ｇの検出結果を基に、回転体４１を含む７つの回転体が、横移動サーボモー
タ３９を含む横移動サーボモータ群１２９により、図５に示す前端位置ＦＰＡ～ＦＰＧに
それぞれ位置決めされる。
【００７１】
　Ｓ３において、初期設定が実行される。具体的には、作業メモリ１１２の所定記憶領域
にそれぞれ記憶された電流ピーク値ＣＰ、累積電流値ＣＲ、および検出回数カウント値Ａ
ＶＣなどの各種の記憶情報が、クリアされる。電流ピーク値ＣＰ、および累積電流値ＣＲ
は、横移動サーボモータ群１２９の各モータに対応して記憶される。
【００７２】
　Ｓ４において、スリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが、横移動サーボモータ群１２９により
、図５に示す前端位置ＦＰＡ～ＦＰＧから、後方側に向かって移動を開始する。このとき
、横移動サーボモータ群１２９は、設定値メモリ１１３に記憶された所定の横移動回転速
度で回転される。
【００７３】
　Ｓ５において、スリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが後方側に向かって移動している間に、
横移動サーボモータ群１２９にそれぞれ供給される駆動電流の電流値ＣＸが、スリッタ刃
のための電流検出回路群１３２Ａ～１３２Ｇにより、それぞれ検出される。
【００７４】
　Ｓ６において、横移動サーボモータ群１２９の各モータについて、検出された駆動電流
の電流値ＣＸが、電流ピーク値ＣＰ以上であるか否かが判断される。Ｓ３において、電流
ピーク値ＣＰは、クリアされているので、Ｓ６では、電流値ＣＸは電流ピーク値ＣＰ以上
であると判断され（Ｓ６：ＹＥＳ）、Ｓ７の処理が実行される。
【００７５】
　Ｓ７において、各横移動サーボモータについて、検出された駆動電流の電流値ＣＸが、
電流ピーク値ＣＰとして、作業メモリ１１２に記憶される。
【００７６】
　Ｓ８において、各横移動サーボモータについて、検出された駆動電流の電流値ＣＸが、
前端位置に対応して記憶される。たとえば、スリッタ刃ユニット４Ｅの横移動サーボモー
タ３９について、電流値ＣＸが、前端位置ＦＰＡに対応して作業メモリ１１２に記憶され
る。また、電流値ＣＸが、累積電流値ＣＲに加算されて作業メモリ１１２に記憶される。
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【００７７】
　Ｓ９において、検出回数カウント値ＡＶＣが「１」だけインクリメントされる。Ｓ３に
おいて、検出回数カウント値ＡＶＣは、クリアされているので、Ｓ９では、検出回数カウ
ント値は、「０」から「１」にインクリメントされる。
【００７８】
　Ｓ１０において、横移動位置検出器群１１８Ａ～１１８Ｇの検出結果を基に、７つのス
リッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが、図５に示す後端位置ＢＰＡ～ＢＰＧに位置決めされたか
否かが判断される。全てのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが位置決めされたと判断されな
いとき（Ｓ１０：ＮＯ）、Ｓ５の処理が再度実行される。全てのスリッタ刃ユニット４Ａ
～４Ｇが位置決めされたと判断されたとき（Ｓ１０：ＹＥＳ）、Ｓ１１の処理が実行され
る。
【００７９】
　Ｓ５の処理が再度実行される場合、各スリッタ刃ユニットが所定距離だけ移動した後に
、各横移動サーボモータについて、電流値ＣＸが検出される。本実施形態では、各スリッ
タ刃ユニットが所定距離として１０ｍｍだけ移動すると、電流値ＣＸが検出される。Ｓ６
において、電流値ＣＸが電流ピーク値ＣＰ以上であるか否かが判断され、電流値ＣＸが電
流ピーク値ＣＰ以上であると判断されないとき（Ｓ６：ＮＯ）、Ｓ８の処理が実行される
。電流値ＣＸが電流ピーク値ＣＰ以上であると判断されたとき（Ｓ６：ＹＥＳ）、前述し
たＳ７の処理が実行される。
【００８０】
　Ｓ８において、電流値ＣＸが、前端位置より１０ｍｍだけ後方に移動した位置に対応し
て作業メモリ１１２に記憶される。また、電流値ＣＸが、累積電流値ＣＲに加算されて作
業メモリ１１２に記憶される。Ｓ９において、検出回数カウント値ＡＶＣが「１」から「
２」へインクリメントされる。Ｓ１０において、全てのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが
位置決めされたか否かが判断される。全てのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが位置決めさ
れたと判断されるまで、Ｓ５～Ｓ１０の処理が繰り返され、Ｓ８では、電流値ＣＸが、１
０ｍｍごと後方に変化する位置に対応して作業メモリ１１２に記憶される。
【００８１】
　全てのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが位置決めされたと判断されると（Ｓ１０：ＹＥ
Ｓ）、Ｓ１１の処理が実行され、全てのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが、横移動サーボ
モータ群１２９により、図５に示す後端位置ＢＰＡ～ＢＰＧから、前方側に向かって移動
を開始する。このとき、横移動サーボモータ群１２９は、設定値メモリ１１３に記憶され
た所定の横移動回転速度で回転される。
【００８２】
　Ｓ１２において、スリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが前方側に向かって移動している間に
、横移動サーボモータ群１２９の駆動電流の電流値ＣＸが、電流検出回路群１３２Ａ～１
３２Ｇにより、それぞれ検出される。
【００８３】
　Ｓ１３において、横移動サーボモータ群１２９の各モータについて、検出された駆動電
流の電流値ＣＸが、電流ピーク値ＣＰ以上であるか否かが判断される。電流値ＣＸは電流
ピーク値ＣＰ以上であると判断されないと（Ｓ６：ＮＯ）、Ｓ１５の処理が実行される。
電流値ＣＸは電流ピーク値ＣＰ以上であると判断されると（Ｓ６：ＹＥＳ）、Ｓ１４の処
理が実行される。
【００８４】
　Ｓ１４において、各横移動サーボモータについて、検出された駆動電流の電流値ＣＸが
、電流ピーク値ＣＰとして、作業メモリ１１２に記憶される。
【００８５】
　Ｓ１５において、各横移動サーボモータについて、検出された駆動電流の電流値ＣＸが
、後端位置に対応して記憶される。たとえば、スリッタ刃ユニット４Ｅの横移動サーボモ
ータ３９について、電流値ＣＸが、後端位置ＢＰＡに対応して作業メモリ１１２に記憶さ
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れる。また、電流値ＣＸが、累積電流値ＣＲに加算されて作業メモリ１１２に記憶される
。
【００８６】
　Ｓ１６において、検出回数カウント値ＡＶＣが「１」だけインクリメントされる。具体
的には、Ｓ１６では、横移動点検処理において、電流値ＣＸを検出した回数がカウントさ
れ、作業メモリ１１２に記憶される。
【００８７】
　Ｓ１７において、横移動位置検出器群１１８Ａ～１１８Ｇの検出結果を基に、７つのス
リッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが、図５に示す前端位置ＦＰＡ～ＦＰＧに位置決めされたか
否かが判断される。全てのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが位置決めされたと判断されな
いとき（Ｓ１７：ＮＯ）、Ｓ１２の処理が再度実行される。全てのスリッタ刃ユニット４
Ａ～４Ｇが位置決めされたと判断されたとき（Ｓ１７：ＹＥＳ）、Ｓ１８の処理が実行さ
れる。
【００８８】
　Ｓ１８において、電流ピーク値ＣＰが、閾値ＳＨＰ以上であるか否かが判断される。電
流ピーク値ＣＰが、閾値ＳＨＰ以上であると判断されないと（Ｓ１８：ＮＯ）、Ｓ２０の
処理が実行される。電流ピーク値ＣＰが、閾値ＳＨＰ以上であると判断されると（Ｓ１８
：ＹＥＳ）、Ｓ１９の処理が実行され、エラーメッセージが表示部１３０に表示される。
エラーメッセージとして、電流ピーク値ＣＰが閾値ＳＨＰ以上である横移動サーボモータ
を備えるスリッタ刃ユニットを特定するユニット情報と、そのスリッタ刃ユニットの移動
範囲を特定する範囲情報とが表示され、そのスリッタ刃ユニットの移動範囲に不具合が発
生していることを示すメッセージを表示する。作業員は、エラーメッセージを見て、どの
スリッタ刃ユニットの移動範囲に不具合が発生したのかを把握することができる。すなわ
ち、作業員は、エラーメッセージの内容から、移動範囲ＭＳＡ～ＭＳＧのうち、下方ねじ
軸１２上のどの移動範囲に不具合が発生したのかを把握することができる。通常、電流ピ
ーク値ＣＰが閾値ＳＨＰ以上である場合、その電流ピーク値ＣＰが発生した位置において
下方ねじ軸１２に紙粉が固着している恐れがあり、この紙粉の固着により、下方ねじ軸１
２の特定箇所を通過するときに横移動サーボモータに大きな負荷が加わったと考えられる
。
【００８９】
　また、本実施形態では、Ｓ８およびＳ１５において、各横移動サーボモータについて、
各スリッタ刃ユニットが１０ｍｍの距離だけ移動するごとに、電流値ＣＸが、各スリッタ
刃ユニットの移動位置に対応して作業メモリ１１２に記憶される。この電流値ＣＸと移動
位置との対応付けにより、電流値ＣＸが急激に増大したスリッタ刃ユニットの移動位置が
、エラーメッセージとして表示部１３０に表示される。たとえば、図７に示すように、電
流値ＣＸとスリッタ刃ユニットの移動位置との関係が、表示部１３０に表示される。具体
的には、図５に示す全移動範囲ＴＭＳ内の前方側から３００～８００ｍｍの範囲において
、１０ｍｍ単位の移動位置に対応して、電流値ＣＸが表示される。図７では、５００ｍｍ
の移動位置近傍と、７００ｍｍの移動位置近傍とにおいて、電流値ＣＸが急激に増大して
閾値ＳＨＰ以上になっていることから、作業員は、これらの移動位置近傍において下方ね
じ軸１２に紙粉が固着しているおそれがあることを容易に把握することができる。
【００９０】
　Ｓ２０において、累積電流値ＣＲを検出回数カウント値ＡＶＣで割ることにより、電流
値ＣＸの平均値ＣＡが算出され、作業メモリ１１２に記憶される。
【００９１】
　Ｓ２１において、平均値ＣＡが、平均閾値ＳＨＡ以上であるか否かが判断される。平均
値ＣＡが、平均閾値ＳＨＡ以上であると判断されないと（Ｓ２１：ＮＯ）、横移動点検処
理が終了する。平均値ＣＡが、平均閾値ＳＨＡ以上であると判断されると（Ｓ２１：ＹＥ
Ｓ）、Ｓ２２の処理が実行され、エラーメッセージが表示部１３０に表示される。エラー
メッセージとして、平均値ＣＡが平均閾値ＳＨＡ以上である横移動サーボモータを備える
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スリッタ刃ユニットを特定するユニット情報が表示される。作業員は、エラーメッセージ
を見て、どのスリッタ刃ユニットに不具合が発生したのかを把握することができる。すな
わち、作業員は、どのスリッタ刃ユニットの横移動サーボモータまたは回転体に不具合が
発生したのかを把握することができる。
【００９２】
　スリッタ刃受けユニットの横移動点検処理も、スリッタ刃ユニットの横移動点検処理と
同様に実行される。この結果、作業員は、表示部１３０に表示されるエラーメッセージの
内容から、７つの移動範囲のうち、上方ねじ軸１１上のどの移動範囲に不具合が発生した
のかを把握することができる。具体的には、電流値が急激に増大して閾値ＳＨＰ以上にな
った場合に、図７に示すような表示部１３０の表示により、作業員は、その電流値の急激
な増大が発生したスリッタ刃受けユニットの移動位置近傍において、上方ねじ軸１１に紙
粉が固着しているおそれがあることを容易に把握することができる。また、エラーメッセ
ージとして、平均値が平均閾値以上である横移動サーボモータを備えるスリッタ刃受けユ
ニットを特定するユニット情報が表示部１３０に表示されることにより、作業員は、エラ
ーメッセージを見て、どのスリッタ刃受けユニットの横移動サーボモータまたは回転体に
不具合が発生したのかを把握することができる。
【００９３】
　（変化率判断処理）
　スリッタ刃ユニットの横移動点検処理のＳ２０において算出された平均値ＣＡの変化率
を判断する変化率判断処理について、図８を参照して説明する。変化率判断処理は、スリ
ッタ刃ユニットの不具合が現実に発生して平均値ＣＡが平均閾値ＳＨＡに達する前に、ス
リッタ刃ユニットの不具合の可能性を事前に点検するための処理である。作業員が点検開
始キー１１５を操作することにより、スリッタ制御装置１１０は、点検モードを作業メモ
リ１１２に記憶して設定する。この点検モードの設定により、スリッタ制御装置１１０は
、プログラムメモリ１１１に記憶された変化率判断処理プログラムの実行を開始する。こ
の変化率判断処理プログラムの実行により、図８に示す各処理が実行される。図８に示す
各処理は、スリッタ制御装置１１０が実行する処理である。
【００９４】
　Ｓ３０において、図６に示す横移動点検処理が終了したか否かが判断される。終了した
と判断されないとき（Ｓ３０：ＮＯ）、Ｓ３０の判断処理が繰り返される。終了したと判
断されたとき（Ｓ３０：ＹＥＳ）、Ｓ３１の処理が実行される。
【００９５】
　Ｓ３１において、横移動点検処理の実行時期と、Ｓ２０において算出された平均値ＣＡ
とが関連付けられて平均値メモリ１１６に記憶される。具体的には、横移動点検処理が終
了した時点での年月日を表す点検時期情報がスリッタ制御装置１１０のタイマ時計から取
得される。また、Ｓ２０において作業メモリ１１２に一時記憶された平均値ＣＡが読み出
される。取得された点検時期情報と、読み出された平均値ＣＡとが、互いに関連付けされ
て平均値メモリ１１６に記憶される。
【００９６】
　Ｓ３２において、Ｓ２０において算出された平均値ＣＡが平均閾値ＳＨＡ以上であるの
か否かが判断される。平均値ＣＡが平均閾値ＳＨＡ以上であると判断されると（Ｓ３２：
ＹＥＳ）、変化率判断処理が終了する。平均値ＣＡが平均閾値ＳＨＡ以上である場合、ス
リッタ１に現実に不具合が発生していることから、不具合の発生前の事前点検である変化
率判断処理の実行は、不要となる。
【００９７】
　Ｓ３３において、平均値ＣＡの変化率が算出される。本実施形態では、横移動点検処理
は毎月実行されることから、平均値メモリ１１６は、毎月の平均値ＣＡを記憶する。変化
率は、今月の平均値ＣＡから先月の平均値ＣＡを差し引いた差分である。通常、各横移動
サーボモータにより駆動される回転体のナット部とねじ軸との間の摩擦抵抗は、ねじ軸上
への紙粉の堆積、潤滑油の減少、または接触部分の摩耗などが進行することに伴い、徐々
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に増加する。この摩擦抵抗の増加に伴い、各横移動サーボモータの駆動電流は、徐々に大
きくなり、平均値ＣＡも、徐々に大きくなる。
【００９８】
　Ｓ３４において、Ｓ３３で算出された変化率が、所定変化率ＤＣＡ以上であるのか否か
が判断される。所定変化率ＤＣＡ以上であると判断されないとき（Ｓ３４：ＮＯ）、変化
率判断処理が終了する。所定変化率ＤＣＡ以上であると判断されるとき（Ｓ３４：ＹＥＳ
）、Ｓ３５の処理が実行される。
【００９９】
　通常、回転体のナット部、ねじ軸、またはサーボモータの軸受けなどの接触部分におい
て、紙粉の堆積、潤滑不足、または摩耗などが進むと、サーボモータに大きな負荷が継続
的に加わる現象が発生し始める。この現象の初期段階では、サーボモータの駆動電流の平
均値ＣＡは平均閾値ＳＨＡに達することはないが、駆動電流の平均値ＣＡが大幅に増加し
続ける傾向にある。図９は、毎月実行される横移動点検処理において算出された平均値Ｃ
Ａの変化と、経過月数との関係を示す。図９において、平均値ＣＡは、経過した月数が大
きくなるのに伴い、徐々に増加する。しかし、７２カ月が経過した時点から、平均値ＣＡ
の変化率が大きくなり、８８カ月から３カ月連続して、平均値ＣＡの変化率は所定変化率
ＤＣＡ以上になる。その後、平均値ＣＡは、急激に増大し、９４カ月が経過した時点で平
均閾値ＳＨＡを超えることになる。９４か月が経過した時点で実行された横移動点検処理
において、Ｓ２２でエラーメッセージが表示部１３０に表示されることから、作業員は不
具合の保守作業を行う。そのため、９５カ月以降は、平均値ＣＡは正常な値に戻る。
【０１００】
　Ｓ３５において、変化率が所定変化率ＤＣＡ以上である状態が所定数の月連続している
のか否かが判断される。本実施形態では、所定数の月は、３カ月である。連続していると
判断されないとき（Ｓ３５：ＮＯ）、変化率判断処理が終了する。連続していると判断さ
れるとき（Ｓ３５：ＹＥＳ）、Ｓ３６の処理が実行される。たとえば、図９において、８
８カ月から９１カ月までの３カ月間で実行された横移動点検処理において算出された平均
値ＣＡの変化率は、３カ月連続して所定変化率ＤＣＡ以上であることから、Ｓ３５におい
て、変化率が所定変化率ＤＣＡ以上である状態が所定数の月連続していると判断される。
【０１０１】
　Ｓ３６において、警告メッセージが表示部１３０に表示される。Ｓ３６の処理後、変化
率判断処理が終了する。警告メッセージとして、平均値ＣＡの変化率が所定数の月連続し
て所定変化率ＤＣＡ以上である横移動サーボモータを備えるスリッタ刃ユニットを特定す
るユニット情報が表示され、そのスリッタ刃ユニットに不具合が発生するおそれがあるこ
とを示すメッセージを表示する。作業員は、警告メッセージを見て、どのスリッタ刃ユニ
ットに不具合が発生するおそれがあるのかを事前に把握することができる。すなわち、作
業員は、どのスリッタ刃ユニットの横移動サーボモータまたは回転体に不具合が発生する
おそれがあるのかを事前に把握して、その不具合が現実に発生する前に保守作業を行うこ
とができる。
【０１０２】
　図８に示す変化率判断処理は、スリッタ刃ユニットの横移動点検処理において算出され
た平均値ＣＡの変化率について判断する処理であるが、スリッタ刃受けユニットの横移動
点検処理において算出された平均値ＣＡの変化率についても、同様に実行される。また、
図８に示す変化率判断処理は、後述のスリッタ刃ユニットの昇降点検処理において算出さ
れた平均値ＣＡの変化率についても、同様に実行される。
【０１０３】
　（スリッタ刃ユニットの昇降点検処理）
　スリッタ刃ユニットの昇降点検処理について、図８を参照して説明する。昇降点検処理
が、図６に示すスリッタ刃ユニットの横移動点検処理と同じ処理については、同じ記号を
付して、その説明を省略する。
【０１０４】
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　７つのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇの昇降点検処理を実行するために、作業員が、ス
リッタ刃ユニットの昇降点検を選択するために操作パネル１１４を操作する。その後に、
作業員は、点検開始キー１１５を操作する。スリッタ制御装置１１０は、この点検開始キ
ー１１５の操作を検出し、点検モードを作業メモリ１１２に記憶して設定する。この点検
モードの設定により、スリッタ制御装置１１０は、プログラムメモリ１１１に記憶された
スリッタ刃ユニットのための昇降点検制御プログラムの実行を開始する。スリッタ制御装
置１１０は、昇降点検制御プログラムの実行が終了したときに、点検モードの設定を解除
する。点検モードが設定されている間、スリッタ制御装置１１０は、スリッタ刃受けユニ
ットおよびスリッタ刃ユニットを手動で移動させる動作を禁止する。この昇降点検制御プ
ログラムの実行により、図８に示す各処理が実行される。図８に示す各処理は、スリッタ
制御装置１１０が実行する処理である。
【０１０５】
　ＳＡ１において、７つのスリッタ刃受けユニット３Ａ～３Ｇが、エアシリンダ２９を含
むエアシリンダ群１２１の作動により、アンロード位置に位置決めされる。全てのスリッ
タ刃受けユニットがアンロード位置に位置決めされることにより、スリッタ刃が上昇した
ときに、スリッタ刃がスリッタ刃受けと干渉することを防止する。
【０１０６】
　ＳＡ２において、スリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇの７つの上下移動体が、昇降位置検出
器群１１９Ａ～１１９Ｇの検出結果を基に、昇降サーボモータ４７を含む昇降サーボモー
タ群１２６により、垂直ねじ軸４６を含む７つの垂直ねじ軸において定められた所定の下
端位置にそれぞれ位置決めされる。その後、Ｓ３の初期設定が、前述のように実行される
。
【０１０７】
　ＳＡ４において、スリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが、昇降サーボモータ群１２６により
、下端位置から、上方側に向かって移動を開始する。このとき、昇降サーボモータ群１２
６は、設定値メモリ１１３に記憶された所定の昇降回転速度で回転される。この上方側に
向かって移動している間に、Ｓ５～Ｓ９の処理が前述のように実行され、電流値ＣＸが記
憶され、電流値ＣＸが累積電流値ＣＲに加算される。
【０１０８】
　ＳＡ１０において、昇降位置検出器群１１９Ａ～１１９Ｇの検出結果を基に、７つのス
リッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが、垂直ねじ軸４６を含む７つの垂直ねじ軸において定めら
れた所定の上端位置にそれぞれ位置決めされたか否かが判断される。全てのスリッタ刃ユ
ニット４Ａ～４Ｇが位置決めされたと判断されないとき（ＳＡ１０：ＮＯ）、Ｓ５の処理
が再度実行される。全てのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが位置決めされたと判断された
とき（ＳＡ１０：ＹＥＳ）、ＳＡ１１の処理が実行される。
【０１０９】
　ＳＡ１１において、全てのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが、昇降サーボモータ群１２
６により、上端位置から、下方側に向かって移動を開始する。このとき、昇降サーボモー
タ群１２６は、設定値メモリ１１３に記憶された所定の昇降回転速度で回転される。Ｓ１
２～Ｓ１６の処理が前述のように実行され、電流値ＣＸが記憶され、電流値ＣＸが累積電
流値ＣＲに加算される。
【０１１０】
　ＳＡ１７において、昇降位置検出器群１１９Ａ～１１９Ｇの検出結果を基に、７つのス
リッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが、下端位置に位置決めされたか否かが判断される。全ての
スリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが位置決めされたと判断されないとき（ＳＡ１７：ＮＯ）
、Ｓ１２の処理が再度実行される。全てのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇが位置決めされ
たと判断されたとき（ＳＡ１７：ＹＥＳ）、Ｓ１８の処理が実行される。
【０１１１】
　電流ピーク値ＣＰが閾値ＳＨＰ以上であると判断されると（Ｓ１８：ＹＥＳ）、ＳＡ１
９において、エラーメッセージが表示部１３０に表示される。エラーメッセージとして、
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電流ピーク値ＣＰが閾値ＳＨＰ以上である昇降サーボモータを備えるスリッタ刃ユニット
を特定するユニット情報と、そのスリッタ刃ユニットの垂直ねじ軸において不具合のある
位置を特定する位置情報とが表示される。
【０１１２】
　本実施形態では、Ｓ８およびＳ１５において、各昇降サーボモータについて、各上下移
動体が１０ｍｍの距離だけ移動するごとに、電流値ＣＸが、各上下移動体の昇降位置に対
応して作業メモリ１１２に記憶される。この電流値ＣＸと昇降位置との対応付けにより、
電流値ＣＸが急激に増大した上下移動体の昇降位置が、エラーメッセージとして表示部１
３０に表示される。この表示部１３０のエラーメッセージにより、作業員は、電流値ＣＸ
が急激に増大している昇降位置近傍において、垂直ねじ軸に紙粉が固着しているおそれが
あることを容易に把握することができる。
【０１１３】
　平均値ＣＡが平均閾値ＳＨＡ以上であると判断されると（Ｓ２１：ＹＥＳ）、ＳＡ２２
において、エラーメッセージが表示部１３０に表示される。エラーメッセージとして、平
均値ＣＡが平均閾値ＳＨＡ以上である昇降サーボモータを備えるスリッタ刃ユニットを特
定するユニット情報が表示される。作業員は、エラーメッセージを見て、どのスリッタ刃
ユニットに不具合が発生したのかを把握することができる。すなわち、作業員は、どのス
リッタ刃ユニットの昇降サーボモータまたは上下移動体に不具合が発生したのかを把握す
ることができる。
【０１１４】
　《実施形態の効果》
　本実施形態では、電流検出回路群１３１Ａ～１３１Ｇ、１３３Ａ～１３３Ｇ、および電
流検出回路群１３２Ａ～１３２Ｇは、横移動駆動回路１２３、１２８、および昇降駆動回
路１２５に電気的に接続して設けられることから、スリッタ刃受け３０およびスリッタ５
０との位置関係を考慮して設置する作業が不要となり、回転体および上下移動体の不具合
、または、ねじ軸の不具合を簡易な構成にて点検することができる。
【０１１５】
　本実施形態では、横移動点検処理において、表示部１３０が、不具合のあるスリッタ刃
受けユニットまたはスリッタ刃ユニットを特定するユニット情報、およびその不具合のあ
るユニットの移動範囲を特定する範囲情報をエラーメッセージとして表示することから、
作業員は、多数あるユニットのうちから不具合のあるユニットを容易に把握することがで
きるとともに、ねじ軸１１、１２上において不具合のある移動範囲を確実に把握すること
ができる。また、表示部１３０が、電流値ＣＸが急激に増大した各ユニットの移動位置を
特定する情報をエラーメッセージとして表示することから、作業員は、ねじ軸１１、１２
上の特定された移動範囲において、表示された移動位置に不具合があることを詳細に把握
することができ、保守点検作業を迅速かつ確実に行うことができる。同様に、昇降点検処
理においても、表示部１３０が、不具合のあるスリッタ刃ユニットを特定するユニット情
報をエラーメッセージとして表示し、電流値ＣＸが急激に増大した各ユニットの移動位置
を示す情報をエラーメッセージとして表示することから、作業員は、多数あるスリッタ刃
ユニットのうちから不具合のあるユニットを容易に把握することができるとともに、その
不具合のあるユニットの垂直ねじ軸上の表示された移動位置に不具合があることを詳細に
把握することができ、保守点検作業を迅速かつ確実に行うことができる。
【０１１６】
　本実施形態では、横移動点検処理および昇降点検処理において、横移動サーボモータ２
４、３９および昇降サーボモータ４７は、段ボールを裁断するために回転体２６、４１お
よび上下移動体４８を移動させるときの加工回転速度より低い所定の回転速度で回転され
る。本実施形態では、所定の回転速度は、加工回転速度より３０％程度低い回転速度に設
定される。この結果、横移動点検処理および昇降点検処理において、裁断加工時の負荷よ
り大きな負荷を各サーボモータに加えることはなく、多数のユニットを同時に移動させて
も、スリッタ１全体の騒音および振動を小さく抑えることができる。また、閾値ＳＨＰお
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よび平均閾値ＳＨＡは、各サーボモータが所定の回転速度で正常に回転する場合、各サー
ボモータの駆動電流が超えることがない値に設定されていることから、点検処理において
、各サーボモータの回転速度を所定の回転速度に設定することにより、各サーボモータの
不具合を正確に点検することができる。
【０１１７】
　本実施形態では、Ｓ３４において、駆動電流の平均値ＣＡの変化率が所定変化率ＤＣＡ
以上であると判断され、Ｓ３５において、所定数の月連続して平均値ＣＡの変化率が所定
変化率ＤＣＡ以上であると判断されると、回転体、上下移動体、ねじ軸、またはサーボモ
ータに不具合が発生するおそれがあることを警告する。この結果、ユーザは、表示部１３
０の警告メッセージを見て、事前に不具合の発生を防止するための保守作業を行うことが
できる。
【０１１８】
　[本発明と実施形態との構成の対応関係]
　スリッタ１は、本発明の段ボール機械の一例であり、スリッタ刃受け３０およびスリッ
タ刃は、本発明の加工具の一例である。回転体２６、４１、上下移動体４８およびナット
部５５は、本発明の可動部材の一例であり、ナット部５５は、本発明のナット部の一例で
ある。ねじ軸１１、１２、４６は、本発明の支持部材の一例である。横移動サーボモータ
２４、３９および昇降サーボモータ４７は、本発明の駆動モータの一例である。移動範囲
ＭＳＡ～ＭＳＧおよび前端位置ＦＰＡ～ＦＰＧは、本発明の移動範囲および初期位置の一
例である。Ｓ２の処理を実行するスリッタ制御部１１０は、本発明の位置設定部の一例で
ある。Ｓ４の処理およびＳ１１の処理を実行するスリッタ制御部１１０は、本発明の制御
部の一例である。電流検出回路群１３１Ａ～１３１Ｇ、１３２Ａ～１３２Ｇ、１３３Ａ～
１３３Ｇは、本発明の電流検出部の一例である。Ｓ１８の処理を実行するスリッタ制御部
１１０は、本発明の電流判断部の一例であり、閾値ＳＨＰは、本発明の所定閾値の一例で
ある。Ｓ８の処理および作業メモリ１１２は、本発明の電流記憶部の一例である。Ｓ２０
の処理を実行するスリッタ制御部１１０は、本発明の平均値算出部の一例であり、Ｓ２１
の処理を実行するスリッタ制御部１１０は、本発明の平均判断部の一例である。表示部１
３０は、本発明の不具合報知部および位置報知部の一例である。点検開始キー１１５、お
よびその点検開始キー１１５の操作を検出するスリッタ制御装置１１０は、本発明のモー
ド設定部の一例である。平均値メモリ１１６は、本発明の平均値記憶部の一例である。Ｓ
３４の処理およびＳ３５の処理を実行するスリッタ制御装置１１０は、本発明の変化率判
断部の一例である。７つのスリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇにおいて上下移動体４８と、垂
直ねじ軸４６と、昇降サーボモータ４７との組み合わせ構成が、本発明の複数の工具移動
機構の一例である。
【０１１９】
　[変形例]
　本発明の実施形態について以上説明したが、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において当
業者であれば種々の変形を加えることができる。
【０１２０】
（１）本実施形態では、スリッタ１の１つの工具移動機構が、横移動サーボモータ群１２
９により、スリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇの７つの回転体のナット部を１本のねじ軸１２
に螺合させて横移動させる構成であるが、この構成に限定されない。たとえば、段ボール
シートに溝切り加工を施すスロッタの工具移動機構が、複数の横移動サーボモータにより
、加工具を支持する複数のホルダを１本の案内軸上で摺動させて横移動させる構成でもよ
い。具体的には、ＴＨＫ株式会社のＬＭガイド（登録商標）のように、「転がり」を用い
てホルダを案内する直線運動機構を使用することができる。また、ねじ軸とナット部とが
螺合する構成に代えて、１本のラックと、各回転体に支持され横移動サーボモータにより
回転されるピニオンとが螺合する構成でもよい。
【０１２１】
（２）本実施形態では、スリッタ１の７つの工具移動機構が、昇降サーボモータ群１２６



(23) JP 2013-202718 A 2013.10.7

10

20

30

40

50

により、スリッタ刃ユニット４Ａ～４Ｇの７つの上下移動体のナット部を７本の垂直ねじ
軸にそれぞれ螺合させて昇降させる構成であるが、この構成に限定されない。たとえば、
コルゲートマシンにおいて、複数の工具移動機構は、スリッタに備えられる工具移動機構
と、スコアラに備えられる工具移動機構とから構成されてもよい。この場合、コルゲート
マシンの全体動作を管理する管理装置が点検処理を制御する。また、製函機において、複
数の工具移動機構は、スロッタに備えられる工具移動機構と、クリーザに備えられる工具
移動機構と、カウンタエジェクタに備えられる処理具移動機構とから構成されてもよい。
この場合、製函機の全動作を管理する管理装置が点検動作を制御する。カウンタエジェク
タの処理具移動機構は、加工済みの段ボールシートを区分けしたり、シート端を揃えたり
するために、レッジまたは矯正板を移動させる。
【０１２２】
（３）本実施形態では、スリッタ刃ユニットの横移動点検処理と、スリッタ刃受けユニッ
トの横移動点検処理とが、別々に実行される構成であるが、両横移動点検処理が、同時に
実行される構成でもよい。
【０１２３】
（４）本実施形態では、Ｓ１９またはＳ２２において、電流ピーク値ＣＰまたは平均値Ｃ
Ａが閾値ＳＨＰまたは平均閾値ＳＨＡ以上であると判断されたときに、表示部１３０にエ
ラーメッセージを表示する構成であるが、この構成に限定されない。スリッタ刃ユニット
の回転体、またはねじ軸の不具合が検出されたときに、その不具合を解消する対処動作が
自動的に実行される構成でもよい。たとえば、不具合が検出された回転体、またはねじ軸
の周辺部分に、潤滑油を自動で給油する構成でもよい。自動給油装置は、特開平８－２４
７３８６号公報および特開２０００－３０４１９３号公報などにより公知である。
【０１２４】
（５）本実施形態では、プログラムメモリ１１１は、スリッタ１の加工動作を制御する加
工制御プログラムとともに、スリッタ刃受けユニットのための横移動点検制御プログラム
、スリッタ刃ユニットのための横移動点検制御プログラム、および昇降点検制御プログラ
ムを予め固定記憶する構成であるが、必要な点検処理を実行する際に、外部のサーバから
インターネットを介して各種の点検制御プログラムを作業メモリにダウンロードする構成
でもよい。また、本実施形態では、表示部１３０は、スリッタ１に備えられる構成である
が、この構成に限定されない。たとえば、段ボール製造工場に設置されたスリッタ制御装
置がインターネットを介して遠隔地の通信端末に接続されている場合、その通信端末は、
スリッタ制御装置にアクセスして作業メモリに記憶されている点検結果に関する情報をダ
ウンロードし、遠隔地にいる作業員が通信端末の表示部に点検結果を表示する構成でもよ
い。更に、本実施形態では、設定値メモリ１１３が各種の設定値を予め固定記憶する構成
であるが、この構成に限定されない。たとえば、スリッタ制御装置が、そのスリッタ制御
装置を備える段ボール機械の機種を特定する機種情報をインターネットを介して外部のサ
ーバに送信することにより、外部のサーバから機種に特有の各種の設定値を作業メモリに
ダウンロードしてもよい。
【０１２５】
（６）本実施形態では、Ｓ２０において算出された平均値ＣＳが所定変化率ＤＣＡ以上で
ある状態が所定数の月連続したときに、表示部１３０は警告メッセージを表示する構成で
あるが、所定数の月連続することを条件にする構成に限定されない。たとえば、先回算出
された平均値ＣＡに比べて、今回算出された平均値ＣＡの単位期間あたりの増加量が、所
定変化率ＤＣＡ以上であるときに、警告メッセージを表示する構成でもよい。
【符号の説明】
【０１２６】
１　　スリッタ
３Ａ～３Ｇ　　スリッタ刃受けユニット
４Ａ～４Ｇ　　スリッタ刃ユニット
３０　　スリッタ刃受け
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１１、１２、４６　　ねじ軸
２４、３９　　横移動サーボモータ
２６、４１　　回転体
４７　　昇降サーボモータ
４８　　上下移動体
５０　　スリッタ刃
５５　　ナット部
１１２　　作業メモリ
１１５　　点検開始キー
１１６　　平均値メモリ
１３０　　表示部
１３１Ａ～１３１Ｇ、１３２Ａ～１３２Ｇ、１３３Ａ～１３３Ｇ　　電流検出回路群
１１０　　スリッタ制御部
ＦＤ　　搬送方向
ＭＳＡ～ＭＳＧ　　移動範囲
ＦＰＡ～ＦＰＧ　　前端位置
ＣＸ　　電流値
ＣＡ　　電流値ＣＸの平均値
ＳＨＰ　　閾値
ＳＨＡ　　平均閾値

【図１】 【図２】
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